
北上地区消防組合消防本部告示第１号 

 

 北上地区消防組合消防本部自動体外式除細動器パッド助成要綱を次のように定

め、平成30年４月１日から施行する。 

 

  平成30年３月15日 

北上地区消防組合消防本部      

消防長 佐 藤  晃       

 

   北上地区消防組合消防本部自動体外式除細動器パッド助成要綱 

 

（目的） 

第１ この告示は、自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）使用におけ

るＡＥＤパッドを助成することにより、その施設を把握するとともに、救急事

案発生時にＡＥＤの活用を促進し、救命体制の向上を図ることを目的とする。 

（対象） 

第２ ＡＥＤパッドの助成は、北上市又は西和賀町で発生した救急事案で、次の

各号のいずれにも該当するものを対象とする。  

 (1) 北上地区消防組合消防本部のＡＥＤマップに登録された事業所等（以下

「登録施設」という。）のＡＥＤを、一般市民に対して使用したとき。 

 (2) 当消防組合が覚知した救急事案で、使用したことが確認できたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対

象としない。 

 (1) 登録施設において、特定の施設利用者の救護を目的として設置されたＡＥ

Ｄで特定の施設利用者に対して使用したとき。 

 (2) 公共施設に設置されたＡＥＤを使用したとき。 

 (3) 外国製等のＡＥＤで助成が困難である場合については、別途協議するもの

とする。 

（申請） 

第３ 登録施設は、ＡＥＤの使用が第２第１項に該当する場合、ＡＥＤパッド助

成申請書（様式第１号）を、消防長に申請することで、ＡＥＤパッドの助成を

受けることができるものとする。 

（決定） 

第４ 消防長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、助

成を決定したときはＡＥＤパッド助成決定通知書（様式第２号）を、却下した

ときはＡＥＤパッド助成却下通知書（様式第３号）を申請者に通知するものと



する。 

２ 消防長は、ＡＥＤパッドの助成を決定したならば、ＡＥＤパッドを現物支給

するものとする。 

（費用の返還） 

第５ 消防長は、助成の申請が虚偽であることを認めたときは、決定を取り消し、

助成に要した費用を返還させる等の措置を講ずるものとする。 

  



様式第１号（第３関係） 

ＡＥＤパッド助成申請書 

年 月 日  

北上地区消防組合消防本部 

消防長 様 

団体名            

所在地            

申請者         ㊞  

電話番号           

 

ＡＥＤパッドの助成について、次のとおり申請します。 

施 設 所 在 地  

使 用 日 時 年    月    日    時    分頃 

使用者の情報 

救命講習等資格の有無 

有 ・  無  ・  不明 

※有の場合、資格の種類（             ）

ＡＥＤの情報 

メーカー名： 

機種名等： 

パッド種類：  成人用 ・ 小児用 

数 量 ：  

使 用 状 況 

概 要 ： 

 

 

 

 

※ 受付欄 ※ 経過欄 

  

 

 

 

※印の欄は記入しないでください。 

  



様式第２号（第４関係） 

北消本警第 号 

年 月 日 

ＡＥＤパッド助成決定通知書 

 

 

         様 

 

北上地区消防組合消防本部 

消防長         印  

 

年 月 日付で申請がありましたＡＥＤパッドの助成について、

次のとおり決定しましたので通知します。 

 

決定した 

助成内容 

メーカー名： 

パッド種類： 

 数  量 ： 

 

  



様式第３号（第４関係） 

北消本警第 号  

年 月 日  

ＡＥＤパッド助成却下通知書 

 

 

         様 

 

北上地区消防組合消防本部 

消防長         印  

 

年 月 日付で申請がありましたＡＥＤパッドの助成について、

次のとおり却下しましたので通知します。 

 

却下理由 

 

 

 

 

 


